
船舶インシデント調査報告書 

令和４年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 令和４年１月１６日 １３時００分ごろ 

発生場所 三重県南伊勢町田曽岬西南西方沖 

田曽埼灯台から真方位２４４°１.５海里付近 

 （概位 北緯３４°１６.７′ 東経１３６°３９.７′） 

インシデントの概要  プレジャーボートABU
ア ブ

-Ⅱは、漂泊中、船外機が始動できなくなり、

運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年２月２日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ABU-Ⅱ、５トン未満（長さ４.６５ｍ） 

２４２－１５７７９三重、個人所有 

ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力２２.１０kＷ、回転数毎

分５,８００、３気筒、ボア６０.４mm、使用燃料ガソリン、平成２

年１１月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 約１.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、田曽岬西南西

方沖で潮上りをして釣りを行った後、船外機の始動を行ったところ、

セルモータが回り、船外機が始動したが、すぐに停止した。 

 船長は、船外機の始動を繰り返したが、同様に停止するので、その

状況から燃料の供給が途絶えていると思い、点火プラグ、燃料フィル

タ及び燃料ホース等を点検後、再度始動を行ったが、同様に停止し

た。 

本船は、予備の船外機（約１.４７kＷ）で帰航中、次第に風が強ま

り、風潮流で圧流されたので、船長が運航不能と判断して１１８番に

通報した後、来援した巡視艇に南伊勢町五ヶ所湾までえい
．．

航され、同

船外機で同湾奥の定留地に戻った。 

船長は、本インシデント時、プライマリポンプが硬い状態であった

が、同ポンプを動かせば燃料油が燃料フィルタに出ていたので、燃料

の供給が正常であることを確認していた。 

船長は、本インシデント後、本船の燃料ホースを新替えし、一旦船

外機の始動ができるようになったものの、後日、同じ現象が認められ

たので、整備会社に修理を依頼した。 



本船は、整備会社が船外機の点検を行ったところ、燃料ホースに空

気が混入し、燃料油が船外機に供給されていなかったことが判明した

が、船外機が始動できない状況を再現できず、燃料ホースに空気が混

入した原因が分からなかった。 

船長は、本船を中古で令和元年７月ごろ購入して、月に４回程度使

用しており、本インシデントの約２年前に点火プラグを、約半年前に

燃料フィルタを交換し、船外機が正常に連続運転できることを確認し

ていた。 

分析 本船は、漂泊中、燃料ホースに空気が混入して燃料油の供給が途絶

え、船外機が始動できなくなり、運航不能となったものと考えられ

る。 

本船は、本インシデント後、船外機が始動できない状況を再現でき

ず、燃料ホースに空気が混入して燃料油の供給が途絶えた状況を明ら

かにすることができなかった。 

原因 

 

 本インシデントは、本船が、漂泊中、燃料ホースに空気が混入して

燃料油の供給が途絶え、船外機が始動できなくなったことにより発生

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、セルモータが作動しても船外機が始動しない場合、燃料

ホースの空気混入である可能性を考慮し、同ホースの空気抜きを

行うこと。 

 


